
●
医
療
費
を
節
約
し
ま
し
ょ
う
。

普
段
何
気
な
く
支
払
っ
て
い
る

医
療
費（
病
院
代
）で
す
が
受
診
の

し
か
た
に
よ
っ
て
は
無
駄
を
省

き
、節
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
か
か
り
つ
け
医
を
も
つ
。

○
時
間
外
や
休
日
に
受
診
し
な
い
。

○
は
し
ご
受
診
を
し
な
い
。

○
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

す
る
。

医
療
費
を
抑
制
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
が
上
が
る
こ
と
も
抑
制
で
き

ま
す
。

何
よ
り
病
気
や
け
が
を
し
な

い
よ
う
日
ご
ろ
か
ら
健
康
管
理

に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

各
種
申
請
書
や
届
出
書
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
記
入
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
市
役
所
で
取

り
扱
う
各
種
申
請
・
届
出
の
際
、
個
人

番
号
欄
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
・
提

示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
届
い
た
通
知
カ
ー
ド
は
大
切
に
保

管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

通
知
カ
ー
ド
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
き

で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
い
た
だ
く

際
、
ご
自
分
の
番
号
を
お
確
か
め
い
た

だ
く
た
め
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
手
続
き
を
す
る
窓
口
な
ど
で
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る
た
め
に
通
知

カ
ー
ド
の
提
示
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
手
続
き
を
早
く

確
実
に
進
め
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で

す
の
で
、
ご
自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

各
種
申
請
書
や
届
出
書
を
提
出
す
る

際
は…

◎
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す

申
請
の
際
に
本
人
の
身
元
が
わ
か
る

書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
本
人
が
申
請
に
来
ら
れ
な
い

場
合
、
委
任
状
が
必
要
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す

申
請
の
内
容
に
よ
っ
て
は
本
人
以
外

の
方
で
は
、
申
請
が
出
来
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
各
課
問
い
合
わ
せ
先
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

（
問
い
合
わ
せ
時
間
　
平
日 

午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分
　※

土
日
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

市
役
所
で
取
り
扱
う
各
種
申
請
・
届
出

の
う
ち
、
原
則
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
記
入・提
示
が
必
要
と
な
る
も
の
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
次
の
と
お
り
で
す
。

＊
記
入
が
必
要
と
な
る
時
期
な
ど
、
運

用
に
つ
い
て
は
制
度
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
関
係

●
資
格
取
得
・
喪
失
と
届
出
、
氏
名
変

更
の
届
出
、
世
帯
変
更
の
届
出
な
ど

異
動
に
か
か
る
届
出

●
療
養
費
・
高
額
療
養
費
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
・
出
産
育
児
一
時
金
・

葬
祭
費
な
ど
の
支
給
申
請

●
限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
）の
申

請
●
被
保
険
者
証
、
高
齢
受
給
者
証
の
再

交
付
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
関
係

●
資
格
取
得
・
喪
失
の
届
出
、
氏
名
変

更
の
届
出
、
住
所
変
更
の
届
出

●
療
養
費
・
高
額
療
養
費
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
の
支
給
申
請

●
限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
）の
申

請
●
被
保
険
者
証
の
再
交
付
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
保
険
年
金
課

（
内
線
１
２
３
〜
１
２
７
）

　

　
介
護
保
険
関
係

●
資
格
取
得
・
喪
失
の
届
出
、
氏
名
変

更
の
届
出
、
世
帯
変
更
の
届
出
な
ど

の
異
動
に
か
か
る
届
出

●
福
祉
用
具
購
入
費
・
住
宅
改
修
費
な

ど
の
支
給
申
請

●
要
介
護（
要
支
援
）認
定（
新
規
・
更

新
・
変
更
）、
限
度
額
認
定
、
基
準

収
入
額
適
用
の
申
請

●
被
保
険
者
証
・
負
担
割
合
証
の
再
交

付
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
介
護
高
齢
課

（
内
線
１
７
２
〜
１
７
４
）

　
市
税
関
係

●
市
民
税
の
減
免
申
請
な
ど

●
固
定
資
産
税
の
減
免
・
減
額
申
請
、

住
宅
用
地
の
申
告
な
ど

●
償
却
資
産
に
関
す
る
申
告

●
納
税
管
理
人
の
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
税
務
課

（
内
線
３
５
２
〜
３
５
７
）

　
福
祉
関
係

●
自
立
支
援
給
付（
介
護
給
付
・
訓
練

等
給
付
・
補
装
具
・
精
神
通
院
・
更

生
医
療
・
育
成
医
療
な
ど
）に
関
す

る
各
種
申
請

●
障
が
い
児
通
所
給
付
に
関
す
る
各
種

申
請

●
身
体
・
精
神
手
帳
に
関
す
る
各
種
申

請
●
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
申
請
　

●
生
活
保
護
の
申
請
　
　

●
特
別
弔
慰
金
の
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
福
祉
課

（
内
線
１
６
０
〜
１
６
７
）

　
母
子
保
健
関
係

●
予
防
接
種
関
係
事
務

●
母
子
保
健
関
係
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
健
康
推
進
課

（
内
線
４
１
１
〜
４
１
３
）

各
種
申
請
書
や
届
出
書
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〜
記
入
が
必
要
と
な
る
時
期
は
、
制
度
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
〜

各
種
申
請
書
や
届
出
書
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〜
記
入
が
必
要
と
な
る
時
期
は
、
制
度
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
〜

平
成
27
年
10
月
か
ら
順
次
、

「
通
知
カ
ー
ド
」
が
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
か
ら
郵
送
さ
れ
、

お
一
人
お
ひ
と
り
に
固
有
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が

通
知
さ
れ
ま
す
。

通
知
カ
ー
ド
の
ほ
か
、
平
成

28
年
１
月
以
降
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
も
希
望
に
よ
り
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い

ず
れ
の
カ
ー
ド
に
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

マイナンバー制度について

　
児
童
福
祉
関
係

●
保
育
所
利
用
に
関
す
る
各
種
申
請

●
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
に
関
す
る
各
種
申
請

●
児
童
手
当
に
関
す
る
各
種
申
請

●
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
各
種
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
児
童
課

（
内
線
１
５
２
〜
１
５
５
）

　
学
校
教
育
関
係

●
就
学
援
助
補
助
金
申
請（
市
立
小
中

学
校
）　

●
私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金

申
請

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
学
校
教
育
課

（
内
線
５
２
２
・
５
２
３
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

（
最
新
情
報
・
問
い
合
わ
せ
）

よ
く
あ
る
質
問（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）や
詳
し

い
情
報
は
、
内
閣
官
房
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー（
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
）制

度
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

http://w
w

w
.cas.go.jp/jp/seis

aku/bangoseido/

▼
問
い
合
わ
せ
先

☎（
０
５
７
０
）20

－

０
１
７
８

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）　
　 

　
開
設
時
間

平
日 

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

30
分（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除

く
） 
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